
静岡県不妊治療費（先進医療）助成制度Q&A

制度全体について

１ どのような制度ですか。

保険診療の生殖補助医療と併用して実施される先進医

療にかかる費用の一部を助成する制度です。

先進医療を単独で実施した場合や、全ての治療を自己

負担で実施した場合は対象外となります。

２
いつ実施した治療が対象

ですか。

令和６年４月１日以降に一連の治療が終了したものが

対象となります。（治療の開始日が令和６年３月31日

以前であっても対象となります。）

３
助成金額はいくらになり

ますか。

先進医療にかかった自己負担分の 10分の７をかけた

金額か５万円（上限金額）のどちらか低い方の金額にな

ります。

４ 年齢要件はありますか。

あります。保険診療と同じです。

（保険診療は、妻の年齢が 43歳未満の夫婦が受ける

ことができます。）

５
事実婚は対象となります

か。

生まれてくる子の福祉に配慮しながら、出生した子に

ついて認知を行う意向がある場合は対象となります。

※この場合、事実婚関係に関する申立書（様式第３号）

を提出してください。

６
助成回数の制限はありま

すか。

保険診療の回数制限に準じますが、医師の判断に基づ

き治療を中止した場合も対象となります。

（保険診療は、治療開始日における妻の年齢が、40歳

未満の場合は１子につき６回まで、43歳未満の場合は

１子につき３回までが上限となっています。）

７ 所得制限はありますか。 ありません。

８

他の自治体から引っ越し

てきた場合も申請できま

すか。

申請時点において、夫婦の両方又は一方が静岡県内（静

岡市、浜松市を除く）に住所を有していれば申請できま

す。

９
対象となる先進医療とは

どのようなものですか。

厚生労働省のホームページで確認することができま

す。（先進医療を実施している医療機関の一覧

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html）

現時点で対象の治療及び技術は以下のとおりです。

○SEET 法 ○タイムラプス ○子宮内膜スクラッチ

○PICSI ○子宮内膜受容能検査（ERA） ○子宮内膜

受容期検査（ERPeak） ○子宮内細菌叢検査

（EMMA/ALICE） ○IMSI ○二段階胚移植法 ○

子宮内フローラ検査 ○不妊症患者に対するタクロリ

ムス投与療法 ○マイクロ流体技術を用いた精子選別

○着床前胚異数性検査（PGT-A）



また、それぞれの治療及び技術について、実施できる医

療機関も決まっています。

各医療機関にご確認ください。

10

県外の医療機関で受けた

治療は対象となります

か。

先進医療を実施する医療機関として厚生労働大臣から

承認されている医療機関であれば、対象となります。

11

申請する治療について、

他の自治体で助成を受け

た場合は対象となります

か。

対象となります。

ただし、同じ治療期間について他の自治体で助成を受

けている場合は、他の自治体で助成を受けた額を控除

します。



申請・振込について

１
申請期限はいつになりま

すか。

治療が終了した日の属する年度末までです。ただし。１

月から３月までに治療が終了した場合は、翌年度の６

月末までが提出期限です。

２
申請書類はどこで入手で

きますか。

各健康福祉センター（保健所）で配布しています。

また、県のホームページからもダウンロードすること

ができます。

３
申請書類は郵送での提出

もできますか。

郵送でも可能です。

管轄の健康福祉センター（保健所）に御提出ください。

郵送は、差出し・配達の記録の残るレターパックなどの

利用をお勧めします。普通郵便等、配達記録の残らない

郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねま

す。

４
申請日はいつになります

か。

窓口で提出された場合は、申請書を受け付けた日を申

請日とします。郵送で提出された場合は、郵便局の消印

日を申請日とします。

申請書に記載された日付が３月31日であっても、消

印日が４月１日であれば申請日を４月1日として取り

扱います。

５

申請書の記載等に間違い

があった場合や証明書類

に不備があった場合は、

申請が無効になってしま

うのですか。

申請書類に不備があった場合は、申請者の電話番号に

担当から書類不備のご連絡をします。不備があった場

合は申請を受け付けることができませんので、日中に

連絡がとれる電話番号を記載いただきますようお願い

します。

６
領収書を紛失した場合は

どうすれば良いですか。

再発行の領収書や領収書に代わる証明書等、医療機関

が正式に発行したものを、紛失した旨の報告と併せて

ご提出ください。

７

申請してから補助金が振

り込まれるまでどのくら

いかかりますか。

申請から約２か月後に交付決定及び確定通知書をお送

りいたします。また、通知書がお手元に届いてから約１

か月後に指定口座への振込みを行います。

なお、振込みの連絡・通知等はしておりませんので、入

金は通帳記入等により自身でご確認ください。


